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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　湯水を混合して吐水する水栓装置であって、
　湯と水の混合や、吐止水の切替を行う本体部と、
　水供給源と接続される水供給管と、
　湯供給源と接続される湯供給管と、
　吐水口に接続される湯水流出管と、を備え、
　前記本体部は水供給管接続部が接続される水接続部、湯供給管が接続される湯接続部、
湯水流出管が接続される湯水接続部を、夫々有し、
　前記水供給管、前記湯供給管及び前記湯水流出管を夫々、水接続部、湯接続部、湯水接
続部と接続可能な状態に連結する連結部材を有し、
　前記水供給管、前記湯供給管及び前記湯水流出管が夫々フランジ部を有し、
　前記連結部材が板状の上部連結部材と板状の下部連結部材の２つの部材から構成され、
　前記下部連結部材は、外周に通じ、前記水供給管、前記湯供給管及び前記湯水流出管が
夫々水平方向から挿入されるのみで当該下部連結部材上に前記フランジ部を載置可能な切
り欠き状の挿入溝を有し、
　前記上部連結部材は、前記水供給管、前記湯供給管及び前記湯水流出管が夫々上下方向
から挿入される挿入孔を有し、
　前記連結部材が、前記上部連結部材と前記下部連結部材とで前記フランジ部を挟み込む
ことによって一体化し、前記水供給管、前記湯供給管及び前記湯水流出管の水平方向およ
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び軸方向の移動を規制するように、連結を行い、
　前記湯水流出管に接続されるフレキシブルホースと、
　前記フレキシブルホースと、前記水供給管、前記湯供給管及び前記湯水流出管夫々との
間を隔絶する配管カバーと、を有し、
　前記連結部材には、前記フレキシブルホース及び前記配管カバーが上下方向に貫通する
フレキシブルホース貫通孔が形成されることを特徴とする水栓装置。
【請求項２】
　前記本体部は浄水流路管が接続される浄水接続部を更に備え、
　前記連結部材が、前記浄水流路管を前記浄水接続部に接続可能な状態に、更に連結可能
であることを特徴とする請求項１に記載の水栓装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水また湯を吐水する水栓装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、吐止水を行う水栓装置として、２つの操作ハンドルを操作することにより、
水道管等の給水源から供給される原水による水吐水、湯吐水、湯水混合吐水、または、浄
水吐水の何れかの吐水モードに切替えて吐水操作が可能である、混合水栓装置が知られて
いる（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
　この混合水栓装置１は、コア部１０の右端部に、給湯路１８に接続された湯入口ポート
２１と、給水路１５に接続された第１水入口ポート２２と、湯水混合吐出路１７に接続さ
れた湯水混合出口ポート２３を形成し、コア部１０の右端部に設けた湯水バルブによって
、これらポート２１、２２、２３を連通遮断可能としている。
【０００４】
　また、この混合水栓装置１は、コア部１０の左端部に、浄水器給水路１６に接続された
浄水器給水ポート３２と、給水路１５に接続された第２水入口ポートを形成し、コア部１
０の左端部に設けた浄水バルブによって、浄水器給水ポート３２と第２水入口ポートを連
通遮断可能としている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－３６６１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上記特許文献１には、この混合水栓装置１のコア部には、上下方向に貫通す
るシャワーホース挿通孔１４と、給水路１５の流入口と、浄水器給水路１６の流入口と、
湯水混合吐出路１７の流出口と、給湯路１８の流入口と、が形成され、これらのシャワー
ホース挿入孔１４、それぞれの流入口、流出口に複数の配管を接続している。
【０００７】
　そのため、水栓装置の組み立てる時において、シャワーホース挿入孔１４、それぞれの
流入口、流出口に複数の配管を取付ける際、複数の配管を所定の位置に固定しながら組み
立て難いという問題があった。また、複数の配管を所定の位置に固定する際、それぞれの
流入口、流出口と複数の配管との接続部の水密性を確保する必要があるが、配管が複数存
在する為、夫々を確実に接続するのは難しいという問題が存在した。
【０００８】
　本発明はこのような課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、複数の配管を簡単
かつ確実に接続できる水栓装置を提供することである。
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【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明に係る水栓装置は、湯水を混合して吐水する水栓装
置であって、湯と水の混合や、吐止水の切替を行う本体部と、水供給源と接続される水供
給管と、湯供給源と接続される湯供給管と、吐水口に接続される湯水流出管と、を備え、
前記本体部は水供給管接続部が接続される水接続部、湯供給管が接続される湯接続部、湯
水流出管が接続される湯水接続部を、夫々有し、前記水供給管、前記湯供給管及び前記湯
水流出管を夫々、水接続部、湯接続部、湯水接続部と接続可能な状態に連結する連結部材
を有することを特徴とする。
【００１０】
　このような本発明においては、各配管を連結部材で連結した状態で、本体部へと一度に
連結することが可能になる。これによって、各配管の位置調整を行いながら接続するなど
の複雑な作業を行う必要がなくなり、簡単かつ確実に接続をおこなうことが出来るように
なる。
【００１１】
　本発明の別の様態においては、前記本体部は浄水流路管が接続される浄水接続部を更に
備え、前記連結部材が、前記浄水流路管を前記浄水接続部に接続可能な状態に、更に連結
可能である。
【００１２】
　通常の湯水混合に加えて、浄水の吐水が可能な所謂浄水器兼用水栓であっても、本発明
を適用すれば、浄水流路管まで一度に接続することが可能となり、簡単かつ確実に接続を
行うことが出来るようになる。
【００１３】
　本発明において、好ましくは更に、前記水供給管、前記湯供給管及び前記湯水流出管が
夫々フランジ部を有し、前記連結部材が上部連結部材と下部連結部材の２つの部材から構
成され、前記上部連結部材と前記下部連結部材とで前記フランジ部を挟み込むことによっ
て、連結を行う。
【００１４】
　このように構成することによって、挟み込みという簡単な方法によって、一度に連結を
行うことが出来るようになり、連結が行いやすくなる。
【００１５】
　本発明においては、好ましくは更に、前記下部連結部材は外周に通じる挿入溝を有し、
前記水供給管、前記湯供給管及び前記湯水流出管が夫々前記挿入溝へ水平方向から挿入可
能に構成される。
【００１６】
　このように構成することによって、溝に対して挿入するという簡単な操作で水平方向の
位置決めを行うことが出来るようになり、更に簡単に作業を行うことが出来るようになる
。
【００１７】
　本発明においては、好ましくは更に、前記湯水流出管はフレキシブルホースに接続され
ており、前記連結部材には、前記フレキシブルホースが上下方向に貫通するフレキシブル
ホース貫通孔が形成される。
【００１８】
　このように構成することによって、フレキシブルホースを利用した所謂プルアウト式の
吐水部をもつ水栓であっても、簡単に接続を行うことが可能となる。
【００１９】
　また、本発明の別の様態は、湯と水の混合や、吐止水の切替を行う本体部と、水供給源
と接続される水供給管と、湯供給源と接続される湯供給管と、吐水口に接続される湯水流
出管と、を備えた湯水混合水栓の製造方法であって、前記水供給管、前記湯供給管及び前
記湯水流出管を連結部材によって連結し、前記連結部材を本体部の所定の位置に位置させ
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ることによって、前記水供給管接続部を水接続部に、前記湯供給管を湯接続部に、前記湯
水流出管を湯水接続部に、夫々同時に接続することを特徴とする湯水混合水栓の製造方法
である。
【００２０】
　この様態においては、各配管を連結部材で連結した状態で、本体部へと一度に連結する
。各配管の位置調整を行いながら接続するなどの複雑な作業を行っていた従来の製造方法
と比較して、簡単かつ確実に接続をおこなうことが出来るようになる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、複数の配管を所定の位置に固定しながら組み立てることで、簡単かつ
確実に接続を行うことが出来るようになる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施形態に係る水栓装置を表す斜視図である。
【図２】本発明の実施形態に係るカバー部材を外した状態の水栓装置を表す斜視図である
。
【図３】本発明の実施形態に係る水栓装置の流路を示した模式図である。
【図４】本発明の実施形態に係る水栓装置の配管接続部材における接続部を表す下面視模
式図である。
【図５】本発明の実施形態に係る水栓装置の製造手順のうち、下部連結部材への各配管の
挿入を示した図である。
【図６】本発明の実施形態に係る水栓装置の製造手順のうち、下部連結部材と上部連結部
材との締結を示した図である。
【図７】本発明の実施形態に係る水栓装置の製造手順のうち、連結部材による各配管の連
結が完了した状態を示した図である。
【図８】本発明の実施形態に係る水栓装置の台座を表す斜視図である。
【００２３】
　以下、添付図面を参照しながら本発明の実施形態について説明する。説明の理解を容易
にするため、各図面において同一の構成要素に対しては可能な限り同一の符号を付して、
重複する説明は省略する。
【００２４】
　図１及び図２に示すように、本発明の実施形態による湯水混合水栓１は、本体１０に設
けられた混合切替部１２を操作することにより流量及び温度を調整した湯水を吐水ヘッド
部２の吐水部で吐止水することができ、さらに、浄水切替部１４の操作により吐水部から
浄水を吐止水することができる浄水機能を有する。また、湯水混合水栓１は、給水源（図
示せず）から本体１０へ水（原水）を供給する水供給管４と、給湯源（図示せず）から供
給される加熱された湯を本体１０へ導く湯供給管５、を備える。
【００２５】
　湯水混合水栓１は、台所のシンクや洗面台等のカウンター上に配置されており、左右に
延びる本体部１０を有しており、その左右の端部には混合切替部１２及び浄水切替部１４
が設けられている。
【００２６】
　混合切替部１２には所謂シングルレバーカートリッジが内蔵されており、混合切替部１
２を水平方向に移動させて開放操作することで、吐水ヘッド部２からの吐止水切替及び流
量調整を行うことが可能となっている。また、混合切替部１２を垂直平面内で回動させる
ことで、湯と水の混合比率を調整し、吐水温度を調整することが可能となっている。
【００２７】
　浄水切替部１４の内部には所謂シリンダーバルブが内臓されており、回動操作によって
、浄水の吐止水と流量調整を行うことが可能となっている。
【００２８】
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　次に、吐水ヘッド部８は、水栓装置１の前面から前方且つ斜め上方に突出する吐水ヘッ
ド取付部に取り外し可能に取り付けられている。使用者は、吐水ヘッド部２を把持して水
栓装置本体１の吐水ヘッド取付部２２から取り外し、前方側へ引き出した状態で使用する
ことができるようになっている。
【００２９】
　湯水混合水栓１の流路の模式図を図３に示す。図示していない給水源に接続された水供
給管４と、同じく図示していない給湯源に接続された湯供給管５とは、それぞれ本体１０
に接続されている。水供給管４を通じて本体１０に流入した水は、本体１０内部で分岐し
て、混合切替部１２及び浄水切替部１４に夫々流入される。また、湯供給管５を通じて本
体１０に流入した湯は、混合切替部１２に流入される。混合切替部１２において、湯水の
混合が行われて、湯水流出管６へと流出され、最終的に吐水ヘッド部２から吐水が行われ
る。
【００３０】
　一方、本体１０内部で分岐して浄水切替部１４へと到達した水は、浄水切替部１４が開
放されると、キャビネット内部に設置された浄水カートリッジ１６へと送られる。浄水カ
ートリッジ１６によってろ過された浄水は、湯水流出管６へと合流して、最終的に吐水ヘ
ッド部２から吐水が行われる。
【００３１】
　図４に湯水混合水栓１を下方からみた図を示す。図３の模式図からも理解できるように
、本体１０には水供給管４、湯供給管５、湯水流出管６、浄水流路管７の４本の管を接続
する必要がある。夫々、接続位置は平面方向でずらされている。
【００３２】
　各配管を本体１０へ接続する方法（製造方法）について説明を行う。まず、各配管４、
５、６はその端部にフランジ部４２、５２、６２を備えている。また、各配管４、５、６
、７を連結する連結部材８は下部連結部材８２と上部連結部材８４とからなり、下部連結
部材８２は、各配管４、５、６、７が挿入される挿入溝４３、５３、６３を備えている。
各配管４、５、６、７は、下部連結部材８２に各フランジ部４２、５２、６２を載置する
ように、水平方向から挿入溝４３、５３、６３に挿入される（図５）。この状態で、各配
管４、５、６、７の上方から上部連結部材８４が挿入される（図６）。上部連結部材８４
には各配管４、５、６、７の端部に対応する位置に挿入孔４４、５４、６４、７４が設け
られており、夫々、配管の端部が挿入されることで、各配管４、５、６、７の水平方向へ
の移動が規制される（図７）。この状態で、下部連結部材８２と上部連結部材８４をねじ
で締結することによって一体の連結部材８とする。これにより、各配管４、５、６、７は
軸方向の移動も規制される。
【００３３】
　次に、各配管４、５、６、７を連結部材８で連結された状態のまま、本体１０へと接続
を行う。これにより、各配管４、５、６、７は、夫々が接続されるべき水接続部４６、湯
接続部５６、湯水接続部６６、浄水接続部７６と簡単に接続される。
【００３４】
　なお、湯水流出管６はフレキシブルホース６８に接続される。連結部材８にはこのフレ
キシブルホース６８が挿入されるためのフレキシブルホース貫通孔６９が設けられており
、摺動可能に構成されている。
【００３５】
　各配管４、５、６、７を本体１０に接続した後、下方から台座１８を取り付ける。この
台座１８は各配管４、５、６、７が通る穴を備える。また、台座１８はその一部が立ち上
がった配管カバー１８２を備えており、この部分が連結部材のフレキシブルホース貫通孔
６９に挿入される。配管カバー１８２はフレキシブルホース６８と各配管４、５、６、７
との間を隔絶するべく設けられており、フレキシブルホース６８の摺動によって、各配管
４、５、６、７が磨耗することを防止する役割を担っている。
【００３６】
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　以上、具体例を参照しつつ本発明の実施の形態について説明した。しかし、本発明はこ
れらの具体例に限定されるものではない。すなわち、これら具体例に、当業者が適宜設計
変更を加えたものも、本発明の特徴を備えている限り、本発明の範囲に包含される。例え
ば、前述した各具体例が備える各要素およびその配置、材料、条件、形状、サイズなどは
、例示したものに限定されるわけではなく適宜変更することができる。また、前述した各
実施の形態が備える各要素は、技術的に可能な限りにおいて組み合わせることができ、こ
れらを組み合わせたものも本発明の特徴を含む限り本発明の範囲に包含される。
【符号の説明】
【００３７】
１　　湯水混合水栓
１０　本体
１２　混合切替部
２　　吐水ヘッド部
２２　吐水ヘッド取付部
１４　浄水切替部
１６　浄水カートリッジ
４　　水供給管
５　　湯供給管
６　　湯水流出管
７　　浄水流路管

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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